
ウクライナから岐阜県に避難された方を

支援するため支援金を募集します。

皆様からのご支援をお待ちしています。

岐阜県
ウクライナ避難民支援金

※別途、振込手数料がかかります。
また、寄附金控除の対象外となります。

岐阜県ウクライナ避難民支援協議会（岐阜県・（公財）岐阜県国際交流センター）

【支援金についての問い合わせ先】

岐阜県 清流の国推進部 外国人活躍・共生社会推進課 ☎ ０５８-２７２-１４７６

大垣共立銀行 ぎふ県庁支店
普通 ００２５９０９

十六銀行 県庁支店
普通 １４０３５８２

口座名 岐阜県ウクライナ避難民支援協議会

★ 口座振込でも受け付けています。

※県庁に募金箱も設置しています。

寄せられた支援金は、岐阜県ウクライナ避難民支援協議会から
岐阜県へ避難された方の生活支援に活用させていただきます。
必要な生活支援費を超える支援金が寄せられた場合は、
日本赤十字社等に寄附し、ウクライナ人道危機救援金として役立てます。

（公財）岐阜県国際交流センター

ふるさと納税 募 金

★ ｢ふるさとチョイス｣、｢さとふる」
でお申込みいただくか、地域振興課
までご連絡ください。

☎ ０５８-２７２-８１９７

★ 県外企業の方は、「企業版ふるさと
納税」でも受け付けています。
ご活用の方は、清流の国づくり政策
課までご連絡ください。
☎ ０５８-２７２-１８４０

岐阜県「ふるさと
納税」紹介ページ


